理容室業務委託契約書

本業務委託契約書（以下「本契約」という。）は、理容業を営む者である●●（以下「委託者」という。）と、独立した事業者として理容業務を行う●●（以下「受託者」という。）との間で、受託者が委託者の店舗において理容業務を行うことに関し、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、委託者が運営する理容室において、受託者が独立した事業者として理容業務を委託され、これを遂行するために必要な条件および両当事者の権利義務を定めることを目的とする。

第2条（業務内容）
受託者が行う業務（以下「本業務」という。）は、カット、シェービング、シャンプーその他の理容技術の提供、接客応対、店舗運営に付随する軽微な補助作業とする。本業務の具体的な提供方法、技術基準、接客基準等は委託者が別途定め、受託者はこれに従うものとする。受託者は、自己の裁量と責任において本業務を遂行する独立した事業者であり、委託者の指揮命令には従属しない。

第3条（業務遂行場所及び営業時間）
受託者は、委託者が指定する店舗（以下「本店舗」という。）において本業務を行うものとする。勤務日および勤務時間は、委託者の店舗運営時間を基準とし、双方協議のうえ決定する。受託者は事前に委託者へ通知することで、自己の判断により勤務日・勤務時間を調整できる。

第4条（報酬）
受託者への報酬（以下「業務委託料」という。）は、受託者が提供した本業務による売上高の●●％とする。委託者は、月末締め翌月●日までに受託者へ業務委託料を支払う。売上管理の方法は委託者が定めるシステムによるものとする。報酬には受託者が負担すべき交通費、材料費、機材費、保険料、税金その他一切の費用が含まれるものとする。

第5条（独立性の確認）
受託者は独立した事業者として本業務を遂行し、労働基準法その他の労働関係法令に基づく労働者ではないことを確認する。受託者は必要な資格更新、衛生管理、保険加入、税務申告等を自己の責任と負担で行う。委託者は受託者に対して勤務時間の管理、評価、人事権の行使等を行わない。

第6条（設備・備品の利用）
本店舗の設備、器具、備品の利用にあたっては委託者の定めるルールに従う。受託者の故意または過失により設備等に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償する。

第7条（衛生管理・法令遵守）
受託者は、理容師法および関連法令、保健所指導等を遵守し業務を行う。サービス提供における衛生管理・安全管理は受託者が自己の責任で行う。

第8条（禁止事項）
受託者は、店舗外で委託者の名義を使用した営業行為、店舗内での無断の物販や営業行為、店舗設備の破損行為、公序良俗に反する行為、その他店舗の信用を損なう行為を行ってはならない。

第9条（秘密保持）
受託者は、本契約に関連して知り得た顧客情報、店舗運営情報その他の秘密情報を第三者に漏えいしてはならない。この義務は本契約終了後も●年間存続する。

第10条（個人情報の取扱い）
受託者は、委託者の顧客に関する個人情報を、本業務遂行の目的の範囲内でのみ使用し、法令および委託者の方針に従って取り扱う。

第11条（契約期間）
本契約の有効期間は締結日から●年間とする。期間満了の●日前までにいずれの当事者からも書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本契約はさらに●年間更新される。

第12条（契約解除）
両当事者は、相手方が重大な契約違反をしたとき、支払停止や破産等の手続が開始されたとき、法令または公的規制に違反したときなどの場合には、書面により本契約を解除できる。受託者は30日前までに委託者へ書面通知することで、いつでも本契約を解除できる。

第13条（損害賠償）
受託者が本契約に違反し委託者に損害を与えた場合、受託者はその損害を賠償する。

第14条（免責）
委託者は、受託者の技術提供に起因して顧客に発生したトラブル、クレーム、損害等について一切の責任を負わない。

第15条（再委託の禁止）
受託者は、本業務を第三者へ再委託してはならない。

第16条（地位の譲渡）
両当事者は、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第17条（協議）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、両当事者が誠意をもって協議し、解決を図る。

第18条（管轄裁判所）
本契約に関する紛争が生じた場合、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者および受託者が署名押印のうえ、各1通を保有する。

●年●月●日

委託者：住所／氏名（印）

受託者：住所／氏名（印）

